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川崎市都市計画審議会第３１回都市計画マスタープラン等小委員会議事録 

 

（関口部長） 

 お時間となりましたので、始めさせていただきます。 

 都市計画審議会に引き続き、第３１回川崎市都市計画審議会都市計画マスタープラン等

小委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。 

 本小委員会の事務局を務めさせていただきます、計画部長の関口でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本日の小委員会は審議会等の公開に関する条例に基づき公開とさせていただきます。ま

た、本日の会議録に個々の発言者氏名を記載することをあらかじめ御了解ください。 

 それでは、定足数の御報告でございます。現時点で委員総数１３名のうち９名の出席を

いただいておりまして、半数以上の御出席ということで、マスタープラン等小委員会運営

要領第３条第３項の規定により、本小委員会が成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは、会議の進行、議長につきましては、委員長に務めていただくこととなってお

りますので、これからの進行は委員長にお願いいたします。 

 中村委員長、よろしくお願いいたします。 

（中村委員長） 

 承知しました。引き続きの会議となりますけれども、お疲れのところ恐縮ですが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、ただいまから川崎市都市計画審議会第３１回都市計画マスタープラン等小委

員会を開会いたします。 

 本日の議事につきましては、お手元にございます議事次第に従いまして進めてまいりま

す。 

 なお、川崎市都市計画審議会都市計画マスタープラン等小委員会運営要領第７条により、

議長のほかに１名の署名人を指名することとなっておりますので、本日の議事録署名人に

は、大澤仁委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 傍聴の申出はございますか。 

（事務局） 

 報道関係者が１名ございます。 

（中村委員長） 

 それでは、どうぞ入室させていただければと思います。また、引き続き傍聴の方がお見

えになりましたら、事務局のほうで適宜入室させてください。 

 

― 傍聴人入室―  
 

（中村委員長） 
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 それでは、本日の議案は、都市計画マスタープランの改定に向けた検討についてでござ

います。 

 最初に、事務局から説明をお願いいたします。 
（吉田担当係長） 

 それでは、議題１といたしまして、都市計画マスタープランの改定に向けた検討につい

て御説明させていただきますので、お手元のタブレット端末の資料１、都市計画マスター

プランの改定に向けた検討についてのファイルをお開きください。 

 本日は、お手元の資料をスクリーンに映して御説明してまいりますので、スクリーンを

御覧ください。 

 まず、２ページの小委員会の検討内容を御説明いたします。 

 都市計画マスタープランの改定に向けた検討につきましては全８回を予定しており、前

回の第１回では、まちづくりの取組状況などについて御説明させていただき、改定に関す

る視点、都市マスの構成などについて意見交換を行いました。 

 本日の第２回では、改定の基本的考え方案と、市民意見聴取の方向性について御説明し、

皆様の御意見をいただきたいと考えております。改定の基本的考え方については、本日い

ただく御意見を反映し、本年６月頃に公表を予定しております。 

 令和１０年度にかけての議事につきましては、都市づくりの基本方針の見直し案、骨子

案、改定案など、段階的に進めてまいります。 

 それでは、まず初めに、本日御説明する資料の全体の構成でございますが、１、第１回

小委員会の振り返りでは、前回の小委員会においていただいた御意見に対する対応方針を

御説明いたします。また、２、改定の趣旨、３、都市づくりの基本理念、４、めざす都市

構造において、それぞれ改定に当たっての考え方を御説明いたします。これらの内容と、

前回御説明した改定の視点等の内容を含めて、５、改定の基本的考え方（案）として取り

まとめております。また、６、市民意見聴取、７、スケジュールについて、それぞれ御説

明させていただきます。 

 初めに、第１回小委員会の振り返りについて御説明いたします。 

 改定プランの構成、表現に関する御意見といたしまして、デジタル媒体では区ごとに詳

しく見られるなど市民の興味が失われない工夫が必要、動画など新しい発信手法の検討が

望ましい、市民の関心がある公園などの方針が地図で記載されると市民の興味関心を得ら

れる、商店街を生かしたまちづくりなど近い将来で身近なイメージしやすい記載もしたほ

うがなじみやすい、地区の特徴を明記したほうが分かりやすい、臨海部の再開発による市

民へのメリットやみどりの将来像の市民へのメリットの記載が必要など、御意見をいただ

きました。 

 御意見の対応といたしまして、市民等にまちづくりの方向性やまちの魅力が伝わり、シ

ビックプライドの醸成やまちづくりへの参加につながるよう、表現や効果的な発信方法、

市民の関心がある内容の掲載などについて検討してまいります。 
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 次に、改定の視点につきましては、下水道の老朽化対策の位置づけ、インフラマネジメ

ントの視点について御意見がございました。 

 この対応につきましては、安全で持続可能な活力ある都市とする観点で、改定プランの

方針への位置づけを検討いたします。 

 中段に記載しております、都市間競争の観点で広域的な視点があってもよい、観光客が

集まる場所を増やすことで税収増も期待できるとの意見がございました。 

 この対応につきましては、土地利用の改定の視点に一部反映いたしました。 

 下段に記載しております、ＡＩの社会的影響が大きいので視点に入れたほうがよい旨の

御意見をいただきました。 

 この対応につきましては、ＡＩ含めデジタル技術の活用を推進し、新たな価値創出や課

題解決を促進する視点で改定プランへの反映を検討いたします。 

 次に、その他の御意見でございますが、扇島の土地利用に向け交通ネットワークを強化

することが必要など、御意見をいただきました。 

 この対応につきましては、改定プランのめざす都市構造等への位置づけを検討いたしま

す。 

 中段に記載しております、人の活動量による評価や人の活動量を支える都市の検討につ

いて御意見をいただきました。 

 この対応につきましては、パブリックライフを浸透させていくなど、多様な活動を創出

する視点を持ち、改定作業を進めてまいります。 

 次に、改定の趣旨について御説明いたします。 

 改定の趣旨につきましては、前回の小委員会においても御説明させていただいたところ

ですが、改定の大きな方向性が把握できるよう表現を見直しております。 

 現計画の成果を踏まえた課題への対応、社会環境の変化への対応、都市計画に関する国

などの動きへの対応、上位計画や関連計画の策定・改定への対応、これらに対応した改定

の趣旨といたしまして、下段に記載しております。 

 「拠点整備の推進や臨海部の土地利用転換の取組等により持続可能な成長を実現すると

ともに、緑あふれ居心地の良い、質の高い都市空間への再生や市民の身近な生活エリアの

まちづくりへの更なる取組、及び、みどりを活かしたまちづくり等による社会環境課題の

解決を図り、安全で豊かに暮らせる持続可能なまちづくりを進めるため都市計画マスター

プランを改定する」といたしました。 

 次のページにつきましては、この方向性の背景も含め、改定の基本的考え方（案）の

「はじめに」として記載しております。適宜御確認をお願いいたします。 

 次に、都市づくりの基本理念等について御説明いたします。 

 初めに、目標年次についてですが、中長期的な視点に立った都市の将来像を展望するた

め、おおむね２０年後を展望し必要な見直しを行います。 

 改定予定の２０２８年の２０年後は２０４８年となり、川崎市ではカーボンニュートラ
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ルやみどりの将来像の目標年、扇島の土地利用概成が想定されておりますので、それらを

踏まえた将来像と方針を設定してまいります。 

 次に、めざす都市像、基本目標、基本政策につきまして、現行の都市計画マスタープラ

ンは、総合計画の基本構想に即して定めております。改定した基本構想においては、現行

の考え方を基本としているため、引き続き基本構想に即して設定いたします。 

 めざす都市像は「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまちかわさき」とし、基本

目標、基本政策は記載のとおりといたします。 

 次に、都市づくりの基本方針につきましては、令和７年３月に改定した整開保の都市づ

くりの基本方針の考え方を基本としながら、社会環境の変化や今後見込まれる課題などを

踏まえ、必要な見直しを行います。 

 また、市に関わる多様な主体による協働・共創したまちづくりの取組を推進していくた

め、都市づくりの方向性が分かりやすく表現され、共感を喚起するコンセプトワードの設

定を検討いたします。 

 次のページは、コンセプトワードの他都市の事例となります。 

 次に、めざす都市構造について御説明いたします。 

 現行プランのめざす都市構造につきましては、交通網、市民の行動圏、拠点地区、緑と

水の骨格により、都市構造を示しています。 

 また、広域調和・地域連携型のまち、魅力にあふれ個性ある都市拠点、生活行動圏の身

近な地域が連携した住みやすく暮らしやすいまちなどの六つの視点を掲げております。 

 次のページから、都市構造の改定の考え方を記載しております。 

 都市構造の方向性は総合計画で示されており、改定した総合計画では現行の考え方を基

本としていることから、引き続き、広域調和・地域連携型の都市構造を目指し、次の視点

を踏まえて見直しを行います。 

 広域的な交通網につきましては、市内外の拠点間のさらなる連携や、新たな飛躍に向け

た拠点形成による国際競争力の向上など、首都圏機能の強化を図るため、羽田空港へのア

クセス強化などを推進します。 

 次に、市域の交通網につきましては、広域的な交通網やまちづくりと一体となった機能

的な市域の交通網を形成するため、幹線道路や鉄道の連続立体交差などの整備を推進する

とともに、駅との交通結節機能の強化や早期に効果が発現する交差点改良などの取組を推

進します。 

 次に、身近な交通環境につきましては、将来にわたり、市民の暮らしやすさの向上や本

市の強みである都市の利便性を確保するため、地域公共交通の基軸となる路線バスと多様

なモビリティが連携する身近な交通環境を整備するなど、社会環境の変化に適応した地域

公共交通ネットワークの形成を推進します。 

 次に、市民の行動圏につきましては、急速な高齢化の進行や人口減少社会への転換等に

対応するためには、市民の日常生活を支える身近な生活エリアの重要性がこれまで以上に
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高まることが予想されます。鉄道を主軸とした地域公共交通ネットワークの形成により、

地域間の一体性と都市機能の向上を図り、地域の特性を生かした身近な地域が連携するま

ちづくりを推進します。 

 次に、拠点地区につきましては、都市機能や交通網、首都圏における地理的優位性を生

かした広域拠点、新たに扇島地区を位置づけた臨空・臨海拠点の整備等を推進するととも

に、首都圏の都市機能を支える交通網の強化などを図り、魅力と活力にあふれた広域調和

型のまちづくりを推進します。また、各地域の特性や個性を生かした地域生活拠点の形成

や、身近な地域が連携する地域連携型のまちづくりを推進します。 

 ２３ページは扇島地区の取組を掲載しています。カーボンニュートラルの実現と同時に、

次代の柱となる新たな産業の創出を目指し取組を推進しています。また、令和１０年度の

先導エリア一部土地利用開始に向けた拠点整備を推進しています。 

 ２４ページは、臨海部の交通ネットワーク形成の将来イメージを掲載しております。交

通拠点・交通結節点及び基幹的交通軸等による効率的な移動を可能とする骨格形成を目指

すこととしております。 

 次に、緑と水の骨格につきましては、現在改定に向けて検討中の緑の基本計画における

みどりの軸とみどりの拠点を骨格とし、それらを結ぶ拠点周辺の地域の緑等で構成される

みどりの都市構造の考え方と整合を図ります。 

 次に、改定の基本的考え方（案）について御説明いたします。 

 前回の小委員会で御議論いただきました改定の視点などの内容と、本日ここまでで御説

明した都市構造等の内容を改定の基本的考え方（案）として取りまとめております。ここ

では目次のみ記載しておりますが、本編は別のファイル、資料２、改定の基本的考え方

（案）として添付しておりますので、適宜御確認をお願いいたします。 

 続きまして、市民意見聴取について御説明いたします。 

 市民意見聴取の方向性につきましては、多様な主体との協働・共創を一層進めるため、

都市づくりの方向性を市民・事業者等と共有し、愛着を持てるプランとすることを目指し、

目指す将来像の共有、都市づくりへの市民参加の機運を醸成していくことを重視します。 

 実施内容は検討中でございますが、現時点ではオープンハウス説明会・アンケート、イ

ンターネットアンケートにおいて、市民の望む将来像や重要なまちづくりの取組などのア

ンケートの実施と、好きな場所などを地図上に貼り付けるなど、市民参加を意識した内容

を検討しております。また、ワークショップにおいては、オープンハウス等の実施結果を

活用して、各区の目指す将来像について議論することを検討しております。 

 次に、スケジュールでございますが、本日の改定の基本的考え方についての御意見を反

映し、令和８年６月頃に改定の基本的考え方を公表する予定でございます。 

 また、改定の基本的考え方に基づいた改定内容の検討を進める中で、アンケートやワー

クショップ等による市民の皆様からの御意見を聴取、反映した改定骨子（案）を公表する

とともに、説明会、パブリックコメントを実施し、令和９年度に改定骨子（案）を取りま
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とめる予定でございます。 

 その後、改定骨子に基づき改定（案）を取りまとめ、公表するとともに、説明会等を実

施した上で、令和１０年度に改定・告示を行うことを予定しております。 

 最後に、小委員会の内容について、再度お示ししております。本日御説明した赤枠の内

容のうち、改定の基本的考え方案について中心に御議論をお願いいたします。 

 次のページから、改定の基本的考え方（案）の概要をまとめております。 

 ３３ページは、本市を取り巻く主な社会環境の変化として、上位計画や社会環境の変化

と課題などを取りまとめております。 

 また、次のページに改定の趣旨や目指す都市構造、改定の主な視点について取りまとめ

ております。 

 これらも御確認いただきながら、特に赤い枠にしております社会環境の変化等と課題、

都市計画に関する国等の主な動向及び改定の主な視点について、ほかに踏まえるべき課題

などや改定の視点などについて御意見をいただければと考えております。 

 御説明は以上でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に関連いたしまして、審議とい

いましょうか、意見交換を進めていければと思いますので、御意見、御質問等がございま

したら、挙手の上、御発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、大澤仁委員、どうぞ。 

（大澤（仁）委員） 

 御説明ありがとうございました。 

 説明をされていない資料２ですか、こちらのほうを見て御質問をさせていただいてもよ

ろしいでしょうか。 

 意見でございますけれども、この都市マスタープラン、これを行政が市民の意見を吸い

取って新しく改定していく中で、やはり１０年、２０年という中で、市民も行政も同じよ

うなものを見ながらまちをつくっていくというのがすごく重要だと思っておりまして、そ

の共通の指標となるようなものは何かないかなと思っていましたら、この資料の２の中を

見ていましたら、ちょうど１０ページ目のところと１１ページ目のところに、こういった

インジケーターみたいなものがございまして、これを見ると非常によく分かると。都市計

画マスタープランの下にまちが成熟して、こういうまちづくりに関する指標が向上してい

るんだなということが分かりますね。 

 それで、この２ページだけを見ますと、ここに書いてございます地価の上昇とか、定住

意向の増加、生活環境の満足度と書いてございますが、どちらかというとマネータームと

いうか、お金目のものが中心になっておりまして、私はこれに新しいインデックスを何か

付け加えられないかなと考えていたんですけれども、そのフィールドというのはどうでし

ょうか。 
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 現在のもので恐縮ですけれども、５ページ目のところの誰もが暮らしやすい都市・住ま

いづくり、あるいは市民が主体となる身近な地域づくりといったところに対するインジケ

ーターがないのかなと。 

 私の仕事はいろいろと政策づくりとかをしていますけれども、なかなかぴったりしたも

のが、またかつ計測できるものがないのも事実ではあります。けれども、やはり川崎とし

て、こういうものがこの１０年間、２０年間高まってきたからやっぱり私たちのまちは住

みやすいんだよねというようなものを、ぜひともあと数回の中において検討して、私たち

も意見を出しますけれども、行政のほうも御検討なさっていただけたらなと思っておりま

す。意見でございます。 

（中村委員長） 

 今の委員から、そういった視点も何かないでしょうかといった提案がございますけれど

も、事務局で何かございますか。取りあえず承っておきますか。 

 どうぞ、お願いします。 

（町井課長） 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 今回、収集しているデータについては、ごく一部だと思っています。現在、経済部局と

少し話をしていまして、経済の視点からすると、人口が今転出のほうが多いという、これ

からどんどん転出のほうが多くなるじゃないかという危機感を持っています。現在、人口

については、川崎市は多いと言っているにもかかわらず、消費の関係でいうと地区外・県

外で消費をしていて、市内では経済が回っていないということが課題だという話を経済部

局からも聞いていますので、そういったデータも今後出していきつつ議論を深めていきた

いと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

（大澤（仁）委員） 

 どうもありがとうございました。我が町で買おうとかですね。 

（中村委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに御発言ございましたら、どうぞお願いいたします。 

 それでは、先に水庭委員、どうぞお願いします。 

（水庭委員） 

 都市マスの改定ということで、いろんな方向からの話があるかと思うんですが、私のほ

うからは二つ、最初は質問なんですけれども、交通の体系についていろいろな先進的なも

のを取り入れていこうということで、最初の御説明の資料の中の２０ページ辺りに、いろ

んなこれからの自動運転のバスとかも書いてあるんですが、この中に自転車に関すること

が取り上げられていなくて、どういうところからなのか、その点を教えていただきたいの

が一つございます。 

 それからもう一つなんですが、２３ページのところで、扇島のこれからのまちづくりと
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いうか、都市計画等の話が今後出てくるかなと思うんですが、私のほうから緑の観点から

お伝えすると、一応イメージ図もございましたけれども、自然をかなり取り入れたまちづ

くりを展開してほしいなと考えておりまして、いろんな生き物とかにも配慮した、せっか

くの海にも面した場所というところがありますので、これからも二酸化炭素の吸収に対し

ても陸地だけじゃなくて、今はブルーカーボンといった観点からも二酸化炭素吸収という

のもあるかと思いますし、川崎市さんは臨海部を持っているんですけれども、今まで工業

地帯がメインだったので、なかなかの人が海と触れ合う場所というのがないので、そうい

ったところからも干潟をつくっていただいて、そこに生き物と一緒に私たちは共生してい

きますよということで、そういった視点も取り入れていただければと思って、こちらは意

見になりますが、検討する内容に取り入れていただければと思いました。よろしくお願い

いたします。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。冒頭、質問が１点と御意見をいただきました。 

 質問のほうについてどうでしょう、事務局。 

（町井課長） 

 そうしましたら、自転車の前に、先に海の使い方みたいなところですけれども、川崎市

は多摩川にも面していますので、そういった海、多摩川または再開発等で創出する公開空

地みたいな、そういった多様な緑、漢字の緑だけではなくて、平仮名のみどりを含めて、

いわゆるパブリックライフと一言で呼んでいますけれども、そういったところを活用しな

がら、前回委員会の中でも大沢先生から指摘されましたが、人の活動量というところをど

うやったら増やしていけるかというところもこの都市計画マスタープランの中で検討でき

ればというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 自転車につきましては、身近な交通環境のネットワークイメージ図のところには載って

ございませんが、身近な移動手段として当然自転車というものは考えられますので、例え

ばモビリティステーション、こういった地域の交通結節点のようなところに自転車の駐輪

場などを置くだとか、あとは電気自転車の駐輪ができるようなところも設けていくだとか、

そういった工夫が必要になってくるのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 水庭委員、よろしゅうございますか。 

 どうぞ、お願いします。 

（水庭委員） 

 いろいろと暮らしやすさを考えると、こういったバスとかそういったものも大切なのか

なと思うんですが、意外と移動に自転車を活用されているのかなと思っていまして、もち

ろんシティモビリティみたいなものも大切だと思うんですが、自転車で行きやすいとか、
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子育て世代なんか特にだと思うんですが、かなり使っている中で、やっぱりそういったこ

とも併せて暮らしやすさとか移動しやすさとかを考えると、検討する一つ大切な要素かと

思いましたので、ぜひ御検討の中に入れていただければと思いました。よろしくお願いい

たします。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 ほかには。 

 伴委員、お願いいたします。 

（伴委員） 

 すみません。私は麻生区から来ているんですけれど、川崎は縦に長いので、麻生区と川

崎区とでは全く違くて、麻生区、多摩区は本当に山坂なんですね。なので、全く多分想定

が全然違ってくるので、これからの都市マスの中で、もうちょっと細かく地域によって違

いを分けるといいんじゃないかなと。 

 今の例からいくと、自転車は、麻生区は乗っている人が少ないんですね、山坂ばかりで。

高齢者も多いわけで、麻生区は特に男女とも日本一の長寿と言われているぐらい、あんな

に山坂なのに長寿が多いという不思議なエリアなんですけれども、歩いているからなのか

なというところもあるんですが、あと、地域のコミュニティバスも百合ヶ丘なんかはある

んですけど、一度存続が危ぶまれた、使う人がいないと。それがなくなるともっと困る人

たちがいるということで、今ぎりぎりなところでコミュニティバスが今運行されてはいる

んですけれども、やっぱりそういうのも川崎市でもっとバックアップしていかないと、特

に山坂、全くこの辺りとは違う麻生区、多摩区なんかでは、違う視点でもうちょっと計画

していったほうがいいんじゃないかなというふうに感じましたので、地域によって細かく

落とし込むというのも大事な視点なような気がしております。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 何か返答、コメントはございますか。 

（町井課長） 

 分野別の計画の中に交通というジャンルがありまして、また別のセクションでやってい

るんですけれども、地域交通計画等がございますので、今回資料としてお出しできていま

せんが、そういったものも御紹介しながら、この交通の分野の議論を深めていきたいとい

うふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 では、佐々木委員、どうぞ。 



 10

（佐々木委員） 

 意見も質問も含めてなんですけど、例えば２１ページ、２２ページ辺りの中で、これは

よく出てくるやつで、北部エリア、中部エリアみたいな大きな分け方があると思うんです

ね。 

 これ、どうしても例えば北部エリアは小田急線を中心にした動きで、中部エリアは南武

線と田園都市線を中心にした動きと、鉄道網が完全に中心になっていると。人の輸送のパ

イというか、大きさを考えて、これはもう当たり前といえば当たり前なんですけれども、

実際に暮らしている感覚でいくと、私の事例でいくと宮前区の住民なんですけど、お隣と

いうのが実は多摩区と麻生区もお隣さんなんですよ。 

 そこの結びつきも、こういうグループにしてしまうと、じゃあ宮前区と多摩区は何かち

ょっと疎遠だなみたいな印象を受けてしまうので、書き方がどういうのがいいのか私もま

だぴんとこないんですけれども、そういうお隣の区のつなぎ、バスになるのか、それこそ

自動運転がより進んで、駅ということだけじゃなくて、水庭委員がおっしゃったような自

転車も含めてという、もうちょっと多層的な動きがイメージできるような都市マスになれ

ばいいなと思っています。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 多層的といういいキーワードをいただいたかと思いますけれども、逆になかなか難しい

注文ではあるかと思うんですけれども、コメントありがとうございます。 

（町井課長） 

 難しい宿題でございまして、この図のとおりくくれない部分は多々あるんだと思います

ので、表現の仕方ですとか、その辺は工夫させていただきたいと思います。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでございましょうか。 

 じゃあ、吉田委員、お願いいたします。 

（吉田委員） 

 二つあるんですけれども、先ほど水庭委員のほうからもあったかと思うんですけど、臨

海部がこれから再編されるという中で、やはり今まで海辺が市民にとっては遠い存在だっ

たと思うので、市民に開くという、海辺、水辺を開いていくみたいな視点というのがある

といいなというふうに思いました。 

 それともう一点は、一部、二つ目の資料２のほうにちょこっと都市環境の中で、緑を生

かしたまちづくりの中で出てきているんですけど、健康というキーワードももう少し前面

に出してもいいんじゃないかなというふうに思いました。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。具体的に、今、御提案いただきましたので、検討いただければ
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と思います。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。海辺の使い方が少し足りないなというところは認識しています。

川崎市も海辺に行くと釣りをやっていらっしゃる方ですとか、あとちょっとしたビーチが

あったりとかするんですが、なかなか広く皆様に周知されていないというところと、あと

距離があると移動手段がないというところだと思いますので、これも交通の計画の一つか

なというふうに思っていますので、その辺りも２０年先を展望した都市計画マスタープラ

ンということもありますので、少し期待感も含めて表現できるといいかなというふうに考

えています。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 じゃあ、大沢昌玄委員、お願いいたします。 

（大沢委員） 

キーワードとして３点ほどございまして、一つは、資料２のほうの上位計画の整理の

中には入っているか、入っていないかということなんですが、都市再生という文脈をどう

するのかというのは、改定の中でどう扱うかというのは検討しておいたほうがいいかなと

いうふうに思っておりまして、一つは、川崎駅とか浜川崎駅とか、あと、それから羽田空

港とかも含めて、一応都市再生特別措置法の緊急整備地域に指定されていると思いますし、

多分恐らく今後扇島もそういった枠組みの中で何かやるとなると、今回の改定の中で、実

際には根拠法が違うので違うんじゃないかという議論があるかもしれないんですが、都市

再生の文脈というのをどう反映するのかというのは検討しておいたほうがいいかなという

のが１点目。 

 それから、２点目は、そういった中で、３４ページのところにキーワードとしてあって

魅力ある都市づくりなんかが入っているんですが、川崎の個性をどう磨いていくのかとい

うのは、やっぱり何か考えてもいいのかなと。 

 夜、飛行機で帰ってくると、日本に帰って、東京に戻ってきたなと思うのは、川崎の臨

海部の美しい工業地帯を見ると、おお、もうちょっとで羽田だと。羽田に着いてやっと家

に帰れるなというふうな、海外から帰ってくるとちょっと安心感、ほっと感がするという

のは、はっきり言えば飛行機で一番最初に降りるときは、特に夜とかは川崎の景色を見て

降りるというのがあったりすると、それはある意味川崎らしさ、浅野さんからの埋立てで

始まった運河計画を含めて、あれはやっぱり川崎市らしさがあると思うので、そういった

意味で川崎のとんがった個性をどう生かしていくのかというのが、今後ほかの都市間競争

をする中では重要になってくると思うので、魅力ある都市づくりなんかでは、川崎が従来

持っている個性をどうやって磨くのかということを市民の皆様と一緒に考えて、市民の皆

さんと一緒に磨いていくということが今後必要なのではないかなというふうに思っており
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ます。 

 あと、すみません、最後３点目、都市防災なんです。事前復興とか、最近、事前復旧と

かというキーワードがある中で、それがもし入っているんであれば、昨今、能登半島も踏

まえて、事前に準備しておかないと駄目だよねという議論が多分出てきたと思うので、そ

こら辺の変化も、都市部の基本方針の変化、社会経済状況の変化の中で、東日本、それか

ら直近でいえば能登を踏まえて、どう対応するのかということは書いておいてもいいかな

というふうに思いました。 

 すみません。以上です。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。３点ほど御指摘いただきました。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。まず、都市再生の文脈につきましては、根拠法で都市再生特別

措置法がございまして、まさに立地適正化計画がその法律に基づく計画でございますので、

都市計画マスタープランにおいても立地適正化計画との親和性みたいなところ、関係性み

たいなところも意識していきたいというふうに思っております。 

 あと、魅力あるまちづくり、川崎市の個性というところですけれども、今回お渡しして

いる資料につきましては、少しのっぺりしたようなくくりになっているんですが、これも、

何度も同じことを言って申し訳ないんですけれども、これからの議論かなというふうに考

えております。 

 あと、都市防災ですね。阪神・淡路が３１年前で、東日本は１５年前で、２年前に能登

の地震がありまして、１５年ぐらい間隔で大地震が起きていますので、次は太平洋で大き

な地震が起こる可能性もなきにしもあらずというところなので、事前防災計画の策定に向

けた動き出しというところも、今回いい機会かなというふうに思っております。 

 ありがとうございます。以上です。 

（中村委員長） 

 どうぞ。 

（大沢委員） 

 ありがとうございます。一番最初の都市再生の文脈なんですが、おっしゃるとおり立地

適正化計画が確かにそうなんですが、もう一方で、都市再生緊急整備地域の何かがあって、

そこでいろんな規制緩和とか特区の話があるので、一つは川崎は羽田空港も近いですし、

今度、川崎駅の周りも、今日も通ってきたら対面通行に変わっていたなとか思ったりとか、

あそこにも大きな再開発が動くとなると、どちらかというと、当初の２００２年の都市再

生特別措置法ができたときの緊急経済対策としての都市再生の文脈も実は川崎はあるんじ

ゃないかなと思ったりしますので、その辺の御検討もぜひいただければなというふうに思

います。 

（町井課長） 
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 ありがとうございます。今後、勉強させていただきたいと思います。 

（中村委員長） 

 大澤仁委員、よろしくお願いします。 

（大澤（仁）委員） 

 かなりトピックス的な感じになっちゃうんですけれども、今日の朝日の一面にシェルタ

ーの話があるのを御覧になったかと思うんですけれども、今の大沢先生の都市防災の中に、

若干毛色が違うし、ちょっときな臭いようなところもあるんですが、国としてもシェルタ

ーということで、地下街とか、そういった地下駐車場とかという活用を目指そうとしてい

る中で、川崎市も地下街がございますので、そういう文脈も議論の中に考慮していただけ

たらなと思います。 

（町井課長） 

 地下の視点は全くございませんでした。参考にさせていただきたいと思います。ありが

とうございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。ほかは。 

 じゃあ、伴委員、どうぞ。 

（伴委員） 

 シェルターの話から言いますと、台湾とかに行くと、地下とかすごい、地下鉄の幅とか

がすごく広くて、やっぱり力を入れていると、そういういざというときのためにあるなと

いうのが感じました。 

 次に、川崎市民外の人の川崎のイメージというのは、いまだに光化学スモッグ、京浜工

業地帯、空気が悪いというふうに言われるんです、いまだに。なので、やっぱり２０年後

とか、１０年後、２０年後ということであれば、そこはもう全部きれいになっていくんだ

よというのをもうちょっと入れないと、外からの人はまだそんなイメージをすごく持って

います。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。そうですね、それは悪いイメージがあるからこそ、それの反動

みたいなところは、ほかの市に比べて言いやすくなるのかなというところをプラスに捉え

て考えていきたいと思います。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 私もすみません、一つほど。資料２、さっき大澤委員が引用したので今眺めていたんで
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すけど、資料２の１２ページ目に、人口推計のグラフが載っていたりするんですけど、こ

れを見ていてちょっと思ったんですが、現行の都市マスというのは、これで言うとちょう

どピークになる２０３５年ぐらいかな、あの辺が目標年次に近いところで、まだ成長過程

にある間で将来に備えていろいろな仕込みをしていきましょうみたいな、そういうフェー

ズの計画だとすれば、今度の計画というのは、ピークを下りてさらに１０年という計画に

なるので、将来を捉まえたフェーズが大分変わる計画という言い方もできるんじゃないか

という気もしますので、要するに今回見直す中で、そういった人口構成が減少に転じてい

く中に向けて、その１０年とピークの後の１０年、ここをどういくかというところの計画

になるので、ぜひそういったことを念頭に置いて、何を市民と共有していくのかというと

ころを書いていただけたら、訴えていくのが大事かなという思いをしました。 

 たまたまこのページを見ていると、１番の少子高齢化・人口減少の進行についての最後

のポツが、転換を見込んだ都市構造としていく必要があると、都市構造でしっかり問題意

識として捉まえて考えていきますという感じで受け止めているんですけれども、多分まち

づくりでいくと、高齢者の人口が一番増えてきて、生産年齢人口は減っていく中で、もち

ろん都市構造的にどうこうするという大きな統計も大事なんですけれども、多分ソフトな

地域のまちづくりみたいな文脈もありますし、今だと鉄道会社と連携して何とかしましょ

うとか、官民で連携してやりましょうとか、そういうソフトな枠組みなんかも、この人口

構造の変化からすると大きな視点になるのかなと、何かそういうこともあるので、ぜひこ

の人口構造が現行計画と新しいやり方は大きく変わるというところでの関係で何が言える

か、何を言わなきゃならないかというところを、ぜひしっかり検討していただけたらなと

思いました。 

 以上です。 

（町井課長） 

 ありがとうございました。 

（中村委員長） 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 じゃあ、宮下委員、お願いいたします。 

（宮下委員） 

 東洋大学の宮下です。どうも御説明ありがとうございました。 

 各委員の方々の意見を伺って、全くそのとおりだなと思って、あと何が言えるかという

ことを考えながら拝聴したんですけれども、今日の資料の３３、３４を中心に、今後検討

できたらと思うことが３点あります。この赤枠のところが、主な検討ポイントかと思って

見ていました。 

 まず、３３ページの社会環境の変化等と課題というところで、おおむね非常に丁寧に資

料ができているので、これで問題はないのかなと思っています。 

 ただ、強いて言うならば、川崎市独自の変化ということを考えると、工業地帯のいわゆ
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る第二次産業から第三次産業に変わっていくと、そこはやはり押さえなきゃいけないポイ

ントかと思っています。 

 なので、産業のソフト化とか、あるいは経済のソフト化と言われていますけれども、日

本のものづくりというのが非常に大きな転換点を迎えていて、まさに川崎市もそういうふ

うな構造の中で、土地の利用の仕方というのが変わってくるんだということは、ここで、

このタイミングで書くべきポイントなのかなというふうに思いました。これが１点目です。 

 あと、それに付随して、今日、水庭委員とか、あるいは吉田先生もおっしゃっているよ

うに、海の活用の仕方とか、これは補足の感想ですけれども、私は船橋市に住んでいて、

三番瀬があって、家族で潮干狩りができるのはやはりいいなというふうに感じていました

ので、川崎市さんもそういう場が提供できたらいいのかなというふうに思ったところです。

そういった意味で、臨海部が、いわゆる第二次産業が第三次産業に変わっていく中で大き

く変わっていくというのは、非常に市民の方にとっては都市利用ということでは大事な転

換点なのかなというふうに思っております。キーワードは経済のソフト化だとか、産業の

ソフト化みたいなことがあると、より分かりやすいかなと思いました。 

 これが１点目で、続いて３３ページの下が、都市計画に関する国等の主な動向というと

ころで、川崎市さんで関連することで考えていたことでお伝えしますと、地方制度調査会

が今年の１月に立ち上がりまして、大都市制度の検討ということが総理から諮問されて、

今、会議が進んでいると思います。 

 いわゆる特別自治市をどうするかとかという議論がまさに国のほうでも始まっていて、

たしか２０２７年には答申が出るということなので、これの議論の動きは見ておく必要が

あるかなというふうに思いました。ここは都市計画というよりは、都市の制度の問題かも

しれませんけれども、川崎市としては非常に大きなトピックになるかと思いました。これ

は２点目ですね。 

 あと最後は、３４ページの改定の主な視点というところです。これも整理されていて問

題ないかなとは思うんですけれども、強いて言うならば、ウォーカブルなまちづくりとい

うのが、個人的な経験からさらに付け加えられるといいなと思っています。 

 具体的に何かというと、どんな人もウォーカブルなまち、これからお年寄りの方も増え

たり、あるいはいろんな方もいる中で、いわゆる障害をお持ちの方とかもいて、私はたま

たま結構そういう方を御案内することも多いんですけれども、まだまだそこら辺のケアと

いうのはちょっと足りないのかなと思っていて、これは川崎市だけではないんですけれど

も、人口が増えて非常に川崎市としてはまだまだ若い世代とか、新しいことにチャレンジ

していくということも必要なんですけれども、それは同時にいろんな人もいるということ

にもなりますので、そういうケアが必要、交通弱者とか、そういう視点もあるといいのか

なというふうに思いました。 

 話が長くなりましたけれども、１点目は、社会環境の変化と課題のところで、経済の転

換の部分で何かキーワードがあるといいなということ。２点目は、都市計画に関する国等
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の主な動向で、地方制度調査会の議論で特別自治市の議論も始まっているかなというとこ

ろですね。最後、３４ページは改定の主な視点ということで、ウォーカブルなまちづくり

といったときに、どんな人でもウォーカブルになってというのが理想的なのかなというふ

うに、これは個人的な経験から思ったということです。 

 すみません、長くなってしまいましたけど、私からは以上です。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。まさに経済産業の視点のところが都市構造の中にどう落とし込

めているのかというところが少し今の都市マスだと見えにくいのかなというところがあり

ますので、その辺は御指摘を踏まえて検討していきたいというふうに思っております。 

 あと、特別自治市の件につきましても、都市マスにどう反映できるか分かりませんが、

幅広くネットワークを張り巡らせて、入れることができるのであれば要素の一つとして入

れられればなというふうに思います。 

 ウォーカブルにつきましても、バリアフリーという言い方が少し差別化してしまうよう

な言い方になってしまうかもしれないので、そこはまとめてウォーカブルという中で、誰

でもまちを自由に使いこなすというような視点を、もう少しどんな人というところも入れ

てもいいのかなというふうに考えています。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょう。 

 市民意見聴取のところも今日出てきておりましたけれども、この辺りでも何か御指摘等

がありましたら、ぜひいただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

 佐々木委員、どうぞ。 

（佐々木委員） 

 書いてはいないんですけど、こういう市民意見の聴取をやるときに、やはり少し母数が

全体的に、足りない傾向にあると思うんですね。 

 いろんな要素があると思うんですけど、こういう意見を聴取しますというＰＲがどうし

ても弱いというのと、あと意見を聴取しますというスタンスが市民からするとあまり興味

をそそらない、うけがよくない、言葉がうまく出ないですけど、協力しようかなという感

じにならないので、一つはＰＲの仕方の方法を工夫していただきたいというのが一つ。 

 それと、市民向けに発信するときの言葉が、私たち市民感覚からすると堅過ぎちゃって

なじまないというのが往々にして行政にあるので、その辺の工夫をしてほしいと、その２

点、お願いです。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。 

（吉田担当係長） 
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 市民意見聴取については、市民意見聴取という言葉もちょっと堅いかなというところが

庁内でも言われたところなんですけれども、まずＰＲというところ、今回出す、公表を予

定する考え方についてはかなり説明チックというか、説明が多いものになっていますので、

もうちょっと分かりやすく、動画に落とし込んだりして、こういったオープンハウスとか

区民祭で人がいっぱい集まるところでやろうと思っていますので、そういったところでう

まく市の考えが伝わるようにやりつつ、御意見を伺えるようにしていきたいと思っており

ます。 

 ありがとうございます。 

（中村委員長） 

 どうぞ。佐々木委員、どうぞ。 

（佐々木委員） 

 一つ御検討いただきたいのが、私も個人的に宮前区でいろんな、例えば宮前区のＳＤＧ

ｓに参加したりとか、いろんな活動をしているんですね。ですので、そういう方々を巻き

込んで、市が意見を聴取ではなくて、市民が聞きたいと思っている、仲間に聞きたいと思

っている何かスキームを少しつくっていただけると、もう少し、同じ仲間なので、意見と

いうか、いろいろ言いやすくなると思うんですね。市民を１０人巻き込むと、その後ろに

１００人は、もっとついてくるんですけど、１人１０人掛けても１００人ですよね。なの

で、そういう方法を少し検討していただければと思います。基本的には全部ボランティア

でお願いすればいいと思うんですね。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 御検討をお願いしたいと思います。 

 ほかはいかがでしょう。 

 水庭委員、どうぞ。 

（水庭委員） 

 ここの、スライドにもございますが、２９ページで市民の意見聴取ということで出てい

る中で、川崎市さんの一番の強みは、今ですと子育て世代、若い人たちが住みやすいまち

になってきているというところかなと思っていまして、首都圏だと東京都のほうに行くと

緑が少なくて、何かギスギスした感じで住みづらいなというよりは、川崎市のほうに住居

を移して選ばれるまちなのかなと思っております。 

 その中で、やはり子育て世代に意見を聞くとか、もうちょっと若い世代といったら変な

んですが、小学生とかに意見を聞いて、川崎市をどうしていきたいみたいなことを聞くと、

意外と面白い意見がいただけると思うんです。やはり少し観点が違う、都市マスの意見が

出ないかもしれないんですけれども、まちづくりの中の要素として、私、自転車の話を冒

頭でも質問で言ったんですけれども、子供たちにとって安心・安全な暮らしの中に自転車

での移動というのがあると思うので、そんな意見もまちづくりの中に活用できるのかなと
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思いましたので、小学校とか中学校、高校、若者のまちとも言っていますので、そういっ

た意見をいろんないただく機会がたくさんあると思いますので、その中で都市マスに直結

するような意見をいただく機会をつくっていただければなと思いました。よろしくお願い

いたします。検討の中に入れていただけるといいなと思いましたので、よろしくお願いい

たします。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。小学生については、まさに次のまちづくりの担い手というとこ

ろで、都市計画マスタープラン、都市づくりみたいなところの学ぶ材料にもなるのかなと

いうふうに思っていますので、次の担い手として我々は期待しなければいけないというふ

うに思っていますので、小学生に聞いていくというのは面白い取組かなというふうに思っ

ております。 

 あと、子育て世代につきましても、各区でイベントとかがありまして、登戸でも小杉で

もイベントをやるとそこにお住まいの子育て世代の方が結構出てきてくれますので、そう

いった機会を捉えてお話を聞くということもチャレンジしていきたいなというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 ほかはいかがですか。 

 齊藤委員、どうぞ。 

（齊藤委員） 

 川崎地域連合から来ました齊藤といいます。 

 今日、実は、午前中に川崎市の予算委員会等もありまして、今、３年連続で税収がどん

どん上がっているということで、それだけ人口が増えているんだなと言っているところで、

３３ページなんかを見ると、人口減少への社会の転換というふうに書かれていますね。 

 この言葉だけをずっとさっきから考えていたときに、減少している中で、川崎市は横に

広いところに幾つも都市型のそういう大きなまちをつくって、本当に我々が手応えを感じ

るような人たちの利用というのがあるのかなというふうに考えると、今みたいに人がいる

ときにこそ、人口減少への社会の転換ではなくて、人口減少社会に対する挑戦というので

すかね、今こそ川崎に人を、皆さんに魅力を持って住んでもらえば僕はいいと思うんです

よね。 

 ＪＦＥの京浜地区のほうが今回、高炉が止まってしまったというのは、何十年の歴史の

中ですごくショッキングな話ではあるんですけど、最先端技術の産業、イノベーション拠

点の形成というのは、これ自身は僕もいいとは思っているんですけれども、ものづくりを

持ってこないと、そこに人も集まらないですし、そこで川崎市にお金を使ってもらえるよ

うな、働く人たちを誘致するためのそういう産業というものの誘致というのを少しアイデ

アとして入れたほうがいいかなというふうに。 
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 川崎のあっちのほうが少しこれから近くしようというのも、それは僕は賛成なんですけ

れども、あそこが今までどういうふうに使われていたかということだったりとか、皆さん

が川崎のイメージというのはこうだよねというふうに思っているというのは、それが別に

何も悪いことではないと思うんですよね。 

 なので、思い切ってあそこにまた新しい大きな工場を誘致して、そこでもう何千人でも、

３，０００人でも、５，０００人でも働いてもらえばいいんじゃないのと、私自身は思っ

たりもしましたので、話半分ぐらいで聞いておいていただければと思います。 

 以上です。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。大体出尽くしましたか。 

 大沢委員、お願いいたします。 

（大沢委員） 

 市民意見聴取のところなんですが、さっき水庭先生も話があったように、子供の聴取と

いうのは結構重要だと思っていて、実は先ほど人口減少の話もあったんですが、今、中原

区とかは当然人口増が続いている中で、第２世代、要は第１世代が今マンションを買った

人だとすれば、第２世代が、要ははっきり言えば川の東京側に行かないように、もしくは

横浜側に行かないような手段を講じないと、実は今のニュータウン問題と同じことが起き

かねないと思うと、例えば、多摩ニュータウンとか、第２世代は違うところに行っちゃう

ということが発生しちゃったので、そういった意味で、第２世代を川崎市内、要は川崎市

内にとどめればいいので、別に中原区から幸区に行ったっていいと思っているんですが、

そういうことを考えると、子供たちに、今の１０歳でも次２０年後だと３０歳になってい

ますので、その人たちに君たちが考えないと川崎は持たないんだよということで、そうい

った意味で若い人たちに聞く機会というのはちゃんと設けることが重要かなと。 

 そういったのが小学校かもしれないし、中学校かもしれないし、場合によったら高校も

含めてかなと。あと、自治体によっては最近地元にある大学に押しかけて、それをワーク

ショップでやるという自治体も都市マスであるようなので、別に押しかけで小・中学校に

行ってもいいんじゃないかなと思うので、そういったことをやるといって何か興味を注い

でおくということが、２０年後にいいことがつながるんじゃないかなと思うので、御検討

いただければと思います。 

（町井課長） 

 ありがとうございます。これから検討させていただきたいと思います。 

 まさしく小杉なんかはもう古い建物で２０年たっていますので、そのとき子育て世代で

入居した家族が、もうそろそろ第１世代が結婚してさあどうするかという頃だと思います

ので、川崎に残るか、今は船橋だとか幕張だとか結構開発が旺盛でいらっしゃいますので、

そちらのほうに流出しないように、なかなか難しいですけれども、川崎の魅力みたいなと

ころを、これは都市マスなのか、総合計画なのかというところがあるかと思いますが、検
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討していきたいというふうに考えています。 

 以上でございます。 

（中村委員長） 

 ありがとうございます。大体皆さん、今日の時点では言い尽くしていただきましたでし

ょうかね。 

 それでは、よろしいですか、大体。 

 そういたしますと、大体出尽くしたようでございますので、本日の質疑応答はここまで

とさせていただきます。 

 本日の議題は以上でございます。小委員会はこれもちまして閉会とさせていただきます。 

 傍聴の方はおられませんよね。 

 それでは、大変お疲れさまでした。進行のほうを事務局のほうにお返しいたします。 

（関口部長） 

 皆様、大変お疲れさまでした。 

 また、毎回、小委員会では全ての委員様から貴重な御意見をいただいてございますので、

その意見を生かしながら、次回、第３回の小委員会に向けて資料のまとめのほうを進めて

まいりたいと思います。また、その節はよろしくお願いいたします。 

 さて、中村委員長でございますが、先ほどの審議会でも御紹介させていただきましたが、

当マスタープラン等小委員会につきましても、本日が最後で御退任となります。 

 中村委員長、長い間、本当にありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして都市計画マスタープラン等小委員会を終了させていただき

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 


